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6.1 南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応 

   県は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、その情報の内容に応じて次

の通り対対応することとしている。 

 

【国】 

現象発生 
① 想定震源域またはその周辺で、Ｍ６.８以上の地震が発生 
② 通常とは異なるゆっくりすべりが発生した可能性 
③ その他、プレート境界の固着状態が変化した可能性 

５～30 分 南海トラフ地震臨時情報（調査中） 

最短２時間 

半割れの場合 
 

臨時情報 
(巨大地震警戒) 

一部割れまたは 
ゆっくりすべりの場合 

 
臨時情報 

(巨大地震注意) 

臨時情報 
(調査終了) 

 

 
【県】 

県災害対策本部会議または県災害警戒本部会議の開催 

体制 

〇「半割れケース」では、１週間は災
害対策本部体制 

〇その後１週間は、原則として災害警
戒本部体制 

〇「一部割れケース」では、１週間は
災害警戒本部体制(原則)又は災害対
策本部体制(例外) 

〇「ゆっくりすべりケース」では、す
べりが収まるまで災害警戒本部体制 

○防災危機管理課 
・国の指示事項、災害対策本部会議等の開催結果を直ちに市町等に連絡 等 

○関係部局 
・情報収集・連絡体制の確認 
・所管する施設等の点検 
・大規模地震発生後の応急対策の確認 等 

○県民に対して、今後の備えについて呼びかけ 
・家具の固定 
・避難場所・避難経路の確認 
・家族との安否確認手段の確認 
・家庭における備蓄の確認 など 

 
 
【市町・住民】 

１週間 

・後発地震発生で避難完了できない
住民及び要配慮者は事前避難 

・地震の備えの再確認 
・自主避難 等 

・地震の備えの再確認 等※ 

２週間目 ・地震の備え再確認 等 － 

２週間以降 － － 

第６部 発災前の防災対応 

対応終了 
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6.2 風水害に関する気象情報等の発表時の防災対応 

   県は、風水害に関する気象情報が発表された場合は、その情報の内容に応じて次

の通り対対応することとしている。 

 

設置基準 参集基準 配備基準 
警戒体制又は

警戒準備体制 ①県内に大雪に対する一層の警戒を呼び

かける情報が発表されたとき 

①県民環境部防災局職員 
②地方局総務県民課職員 
③関係課職員 

同左 
※災害応急業務の必要性に

あわせ順次配備人員拡大 

災害警戒本部 ①県内に気象業務法第 13 条第１項に基づ

く警報が発表されたとき（波浪、大雪、

高潮警報を除く） 
②その他知事が必要と判断するとき 

初期の情報収集活動を実施

するために必要な人員 

同左 
※災害応急業務の必要性に

あわせ順次配備人員拡大 

災害対策本部 
①県内に気象業務法第 13 条第２項に基づ

く特別警報が発表されたとき 
②相当規模の災害が発生し、複数の対策部

が連携して対応する必要があると知事

が判断するとき 
③その他知事が必要と判断するとき 

大規模災害への応急対策を

実施するために必要な人員 
同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


